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    告     示 

和歌山県告示第964号 

瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第5条第1項の規定による特定施設の設置の許可

の申請があったので、その概要を次のとおり告示する。 

なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関す

る事項を記載した書面を、次のとおり縦覧に供する。 

令和2年7月14日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 申請の概要 

（1）申請者の住所、氏名又は名称及び代表者の氏名 

住所 和歌山県和歌山市南汀丁8番地 

氏名又は名称 セイカ株式会社 代表取締役社長 竹田純久 

（2）工場又は事業場の所在地及び名称 

所在地 和歌山県海南市藤白758-73 

名称 セイカ株式会社 海南工場 

（3）特定施設に関する事項 

別表1のとおり 

（4）汚水等の処理施設に関する事項 

県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目 1番地 

毎週火、金曜日発行 和歌山県報 
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別表2のとおり 

（5）排出水の汚染状態及び量 

別表3のとおり 

2 縦覧の期間及び場所 

（1）期間 

令和2年7月14日から同年8月3日まで 

（2）場所 

和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課及び海南市くらし部環境課 

別表1 

種類 
基

数 
能力 

使用開

始予定

年月日 

 

1日当 

たりの

使用時 

間   

特定施設の使用時における汚水等の量及び汚染状態 

区

分 

汚水等 

の量  

(m3/日) 

pH 
BOD 

(mg/L) 

COD 

(mg/L) 

SS 

(mg/L) 

T-N 

(mg/L) 

T-P 

(mg/L) 

n-Hex 

(mg/L) 

大腸菌 

群数 

(個/cm3） 

第46号

ロ   

ろ過乾

燥機  

1 

ろ過面

積3.14

㎡   

許可後 

－ 

(不定

期) 

通 

常 
4 7.5 3,000 3,000 5 3 <0.001 <0.5 0 

最

大 
4 7.5 5,000 5,000 10 5 <0.001 <0.5 3,000 

 

別表2 

種類

及び

形式 

構造 

主要 

寸法 

(m) 

能力 

(m3/日) 

汚水

等の

処理

方式 

使用開

始予定

年月日 

汚水等の処理施設の使用時における汚水等の量及び汚染状態 

区分 

汚水等 

の量 

(m3/日) 

pH 
BOD 

(mg/L) 

COD 

(mg/L) 

SS 

(mg/L) 

T-N 

(mg/L) 

T-P 

(mg/L) 

n-Hex 

(mg/L) 

大腸菌 

群数 

(個/cm3） 

ダイ

オキ

シン

類 

(pg- 

TEQ/ 

L) 

排水

処理

施設 

SS、

ゴム

ライ

ニン

グ、

ろ過

器、

樹脂

貯槽 

W51.9 

× 
L125 

× 
H11.9 

3,400 

中和

、固

液分

離、

エア

ーリ

ング

、活

性炭

処理

、最

終ろ

過施

設、

活性

汚泥

処理

既設 

通

常 

処

理

前 

1,464 13 60 180 66.5 60 20 <0.5 <3,000 15 

処

理

後 

2,490 
6.8-

8.0 
<40 6 5 3 0.2 <0.5 <3,000 <2.5 

最

大 

処

理

前 

1,654 13 60 200 79.1 100 40 <0.5 <3,000 15 

処

理

後 

2,680 
6.8-

8.0 
<60 10 8 5 2 <0.5 <3,000 5 

 

別表3 

排水口名 

排出水の量及び汚染状態 

区

分 

汚水等 

の量 

(m3/日) 

pH 
BOD 

(mg/L) 

COD 

(mg/L) 

SS 

(mg/L) 

T-N 

(mg/L) 

T-P 

(mg/L) 

n-Hex 

(mg/L) 

大腸菌 

群数 

(個/cm3）

ダイオ

キシン

類 

(pg-TEQ

/L) 
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No.1排水口 

通

常 
3,200 

6.8- 

8.0 
<40 6 5 3 0.2 <0.5 <3,000 <2.5 

最

大 
3,400 

6.8- 

8.0 
<60 10 8 5 2 <0.5 <3,000 5 

No.2排水口 

通

常 
15 

6.8- 

8.0 
<40 10 8 50 7 <0.5 <3,000 <2.5 

最

大 
20 

6.8- 

8.0 
<60 10 10 50 7 <0.5 <3,000 5 

 

和歌山県告示第965号 

特定非営利活動促進法（平成10年法律第7号）第25条第3項の規定による定款変更認証の申請があったの

で、同条第5項において準用する同法第10条第2項の規定により次のとおり公告する。 

なお、関係書類は、和歌山県環境生活部県民局県民生活課及び和歌山県ＮＰＯサポートセンターに備え

置いて、令和2年8月3日まで縦覧に供する。 

令和2年7月14日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 申請年月日 

令和2年7月2日 

2 名称 

特定非営利活動法人よつ葉福祉会 

3 代表者の氏名 

井端智子 

4 主たる事務所の所在地 

和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野677番1 

5 定款に記載された目的 

この法人は、障害のある人など、福祉的課題のある人に対して、地域の潜在的ニーズを発見し、ニー

ズの変化を知り、新しいニーズに応え、人と社会の変革という私たちに課せられた使命を、私たち自身

の変革を通して、社会の問題に貢献していくことを目的とする。 

 

和歌山県告示第966号 

卸売市場法（昭和46年法律第35号）第13条第1項の規定に基づき次のとおり地方卸売市場の認定をした

ので、告示する。 

令和2年7月14日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 開設者の名称及び住所 

（1）名称 海南青果物企業協同組合 

（2）住所 海南市名高206番地 

2 地方卸売市場の名称 

丸共海南地方卸売市場 

3 地方卸売市場の位置及び取扱品目 

（1）位置 海南市名高206番地 

（2）取扱品目 青果物及び花き 

4 認定年月日 

令和2年7月6日 
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和歌山県告示第967号 

卸売市場法（昭和46年法律第35号）第13条第1項の規定に基づき次のとおり地方卸売市場の認定をした

ので、告示する。 

令和2年7月14日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 開設者の名称及び住所 

（1）名称 紀州日高漁業協同組合 

（2）住所 御坊市塩屋町南塩屋450番地4 

2 地方卸売市場の名称 

御坊市地方卸売市場 

3 地方卸売市場の位置及び取扱品目 

（1）位置 御坊市塩屋町南塩屋450番地4 

（2）取扱品目 水産物 

4 認定年月日 

令和2年7月6日 

 

和歌山県告示第968号 

卸売市場法（昭和46年法律第35号）第13条第1項の規定に基づき次のとおり地方卸売市場の認定をした

ので、告示する。 

令和2年7月14日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 開設者の名称及び住所 

（1）名称 株式会社有田中央青果卸売市場 

（2）住所 有田郡広川町大字広427番地 

2 地方卸売市場の名称 

有田地方卸売市場 

3 地方卸売市場の位置及び取扱品目 

（1）位置 有田郡広川町大字広427番地 

（2）取扱品目 青果物及び花き 

4 認定年月日 

令和2年7月6日 

 

和歌山県告示第969号 

卸売市場法（昭和46年法律第35号）第13条第1項の規定に基づき次のとおり地方卸売市場の認定をした

ので、告示する。 

令和2年7月14日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 開設者の名称及び住所 

（1）名称 紀州日高漁業協同組合 

（2）住所 御坊市塩屋町南塩屋450番地4 

2 地方卸売市場の名称 

印南町地方卸売市場 

3 地方卸売市場の位置及び取扱品目 

（1）位置 日高郡印南町大字印南4484番地の15 
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（2）取扱品目 水産物 

4 認定年月日 

令和2年7月6日 

 

和歌山県告示第970号 

卸売市場法（昭和46年法律第35号）第13条第1項の規定に基づき次のとおり地方卸売市場の認定をした

ので、告示する。 

令和2年7月14日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 開設者の名称及び住所 

（1）名称 紀州日高漁業協同組合 

（2）住所 御坊市塩屋町南塩屋450番地4 

2 地方卸売市場の名称 

みなべ町地方卸売市場 

3 地方卸売市場の位置及び取扱品目 

（1）位置 

ア 日高郡みなべ町堺627番地の6 

イ 日高郡みなべ町埴田1773番地 

（2）取扱品目 

ア、イとも水産物 

4 認定年月日 

令和2年7月6日 

 

和歌山県告示第971号 

森林法（昭和26年法律第249号）第26条の2第1項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 

令和2年7月14日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 解除に係る保安林の所在場所 東牟婁郡串本町鬮野川字寄地593の9、593の10 

2 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 

3 解除の理由 指定理由の消滅 

 

和歌山県告示第972号 

農林水産大臣から次のように保安林の指定をする予定である旨の通知を受けたから、森林法（昭和26年

法律第249号）第30条の規定により告示する。 

令和2年7月14日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 保安林予定森林の所在場所 田辺市本宮町渡瀬字大平立道下モ316 

2 指定の目的 土砂の流出の防備 

3 指定施業要件 

（1）立木の伐採の方法 

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 

田辺市本宮町渡瀬字大平立道下モ316（次の図に示す部分に限る。） 

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計
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画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業

局森林整備課及び西牟婁振興局農林水産振興部林務課並びに田辺市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第973号 

次のように保安林の指定施業要件の変更をする予定であるから、森林法（昭和26年法律第249号）第33

条の3において準用する同法第30条の2第1項の規定により告示する。 

令和2年7月14日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 指定施業要件変更予定保安林の所在場所 有田郡有田川町（次の図に示す部分に限る。） 

2 保安林として指定された目的 水源の涵
かん

養 

3 変更後の指定施業要件 

（1）立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業

局森林整備課及び有田振興局農林水産振興部林務課並びに有田川町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第974号 

次のように保安林の指定施業要件の変更をする予定であるから、森林法（昭和26年法律第249号）第33

条の3において準用する同法第30条の2第1項の規定により告示する。 

令和2年7月14日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 指定施業要件変更予定保安林の所在場所 有田郡有田川町（次の図に示す部分に限る。） 

2 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 

3 変更後の指定施業要件 

（1）立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業

局森林整備課及び有田振興局農林水産振興部林務課並びに有田川町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第975号 
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次のように保安林の指定施業要件の変更をする予定であるから、森林法（昭和26年法律第249号）第33

条の3において準用する同法第30条の2第1項の規定により告示する。 

令和2年7月14日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 指定施業要件変更予定保安林の所在場所 有田郡有田川町（次の図に示す部分に限る。） 

2 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 

3 変更後の指定施業要件 

（1）立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業

局森林整備課及び有田振興局農林水産振興部林務課並びに有田川町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第976号 

次のように保安林の指定施業要件の変更をする予定であるから、森林法（昭和26年法律第249号）第33

条の3において準用する同法第30条の2第1項の規定により告示する。 

令和2年7月14日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 指定施業要件変更予定保安林の所在場所 田辺市（次の図に示す部分に限る。） 

2 保安林として指定された目的 水源の涵
かん

養 

3 変更後の指定施業要件 

（1）立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業

局森林整備課及び西牟婁振興局農林水産振興部林務課並びに田辺市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第977号 

次のように保安林の指定施業要件の変更をする予定であるから、森林法（昭和26年法律第249号）第33

条の3において準用する同法第30条の2第1項の規定により告示する。 

令和2年7月14日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 指定施業要件変更予定保安林の所在場所 田辺市（次の図に示す部分に限る。） 

2 保安林として指定された目的 水源の涵
かん

養 

3 変更後の指定施業要件 

（1）立木の伐採の方法 
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ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業

局森林整備課及び西牟婁振興局農林水産振興部林務課並びに田辺市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第978号 

次のように保安林の指定施業要件の変更をする予定であるから、森林法（昭和26年法律第249号）第33

条の3において準用する同法第30条の2第1項の規定により告示する。 

令和2年7月14日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 指定施業要件変更予定保安林の所在場所 田辺市（次の図に示す部分に限る。） 

2 保安林として指定された目的 水源の涵
かん

養 

3 変更後の指定施業要件 

（1）立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業

局森林整備課及び西牟婁振興局農林水産振興部林務課並びに田辺市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第979号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号。以下「法」

という。）第7条第1項及び第9条第1項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒

区域として指定する。 

令和2年7月14日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域 

（1）土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

土石流及び急傾斜地の崩壊 

（2）土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の名称 

高橋川左支渓（3-203-2-047）、隅田川右支渓（3-203-2-052）、隅田川右支渓（3-203-2-053）、高

橋川左支渓（3-203-3-015）、高橋川左支渓（1-203-2-902）、土居谷（3-203-1-042）、紀ノ川左支渓

（3-203-2-062）、田原川右支渓（3-342-1-010）、田原川左支渓（3-342-2-020）、田原川右支渓（3-

342-1-007）、田原川右支渓（3-342-1-009）、田原川右支渓（3-342-2-009）、田原川右支渓（3-342-

2-010）、紀ノ川左支渓（3-203-1-047）、紀ノ川左支渓（3-203-2-064-1）、紀ノ川左支渓（3-203-2-

064-2）、紀ノ川左支渓（3-203-1-043）、紀ノ川左支渓（3-203-1-044）、西谷川（3-203-1-045）、

紀ノ川左支渓（3-203-1-046）、紀ノ川左支渓（3-203-2-063）、去年川左支渓（3-203-1-039）、紀ノ
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川左支渓（3-203-1-040）、紀ノ川左支渓（3-203-1-041）、紀ノ川左支渓（3-203-3-021）、戸西谷川

（3-203-1-036）、井戸谷川（3-203-1-059）、去年川右支渓（3-203-2-060）、去年川左支渓（3-203-

2-061）、丹生川右支渓（3-203-2-074）、渕之川左支渓（3-203-1-048）、渕之川左支渓（3-203-1-04

9）、渕之川左支渓（3-203-1-050）、渕之川左支渓（3-203-2-065）、渕之川左支渓（3-203-2-066）、

下垣内谷（3-203-1-038）、紀ノ川左支渓（3-203-2-069）、紀ノ川左支渓（3-203-1-055）、塩谷川

（3-203-1-057）、紀ノ川左支渓（3-203-1-058）、紀ノ川左支渓（3-203-2-072）、大谷川左支渓（3-

203-1-052）、橋本川右支渓（3-203-1-007）、橋本川左支渓（3-203-1-030）、市脇川左支渓（3-203-

1-006）、市脇川右支渓（3-203-2-012）、市脇川右支渓（3-203-2-013）、東谷川左支渓（3-203-3-01

3）、山内（Ⅰ-36）、隅田町山内1（Ⅰ-3009）、隅田町山内2（Ⅰ-3015）、隅田町山内3（Ⅱ-47）、

隅田町山内4（Ⅱ-48）、隅田町山内5（Ⅱ-49）、隅田町山内6（Ⅱ-50）、隅田町山内8（Ⅱ-55）、隅

田町山内10（Ⅱ-69）、隅田町山内29（Ⅱ-78）、隅田町山内11（Ⅱ-79）、隅田町山内12（Ⅱ-80）、

隅田町山内13（Ⅱ-92）、隅田町山内14（Ⅱ-97）、隅田町山内15（Ⅱ-104）、隅田町山内18（Ⅱ-10

7）、隅田町山内19（Ⅱ-108）、隅田町山内20（Ⅱ-109）、隅田町山内21（Ⅱ-110）、隅田町山内23

（Ⅱ-367）、隅田町山内24（Ⅲ-25）、隅田町山内25（Ⅲ-26）、隅田町山内（101）（Ⅱ-10116）、隅

田町山内（103）（Ⅱ-10118）、隅田町山内（105）（Ⅱ-10120）、隅田町山内（106）（Ⅱ-10121）、

隅田町山内（107）（Ⅱ-10122）、隅田町山内（108）（Ⅱ-10123）、隅田町山内（109）（Ⅱ-10124）、

隅田町山内（111）（Ⅱ-10126）、中道2（Ⅱ-247）、中道3（Ⅱ-248）、中道4（Ⅱ-249）、中道5（Ⅱ

-250）、中道6（Ⅱ-251）、横座2（Ⅱ-260）、横座3（Ⅱ-261）、横座4（Ⅱ-262）、横座5（Ⅱ-263）、

横座6（Ⅱ-265）、横座7（Ⅱ-270）、横座8（Ⅱ-271）、横座9（Ⅱ-272）、横座10（Ⅱ-273）、横座1

1（Ⅱ-274）、横座12（Ⅱ-275）、横座13（Ⅱ-276）、横座14（Ⅱ-277）、横座15（Ⅱ-287）、横座16

（Ⅱ-308）、中道1（Ⅱ-238）、横座（101）（Ⅱ-10408）、横座（102）（Ⅱ-10409）、中道（101）

（Ⅱ-10410）、中道（102）（Ⅱ-10411）、名古曽3（Ⅰ-49）、浦の段（Ⅰ-53）、城ノ越（Ⅰ-2208）、

大野10（Ⅰ-3106）、名古曽1（Ⅰ-3112）、高野口町名古曽（101）（Ⅰ-10039）、名古曽4（Ⅱ-856）、

名古曽2（Ⅱ-857）、名古曽6（Ⅱ-867）、高野口町名古曽（102）（Ⅱ-10308）、高野口町名古曽（10

3）（Ⅱ-10309）、名古曽7（Ⅲ-249）、名倉（Ⅰ-54）、名倉7（Ⅰ-3107）、名倉1（Ⅰ-3110）、名倉

2（Ⅰ-3111）、名倉3（Ⅱ-862）、名倉4（Ⅱ-868）、高野口町名倉（101）（Ⅱ-10310）、高野口町名

倉（102）（Ⅱ-10311）、高野口町名倉（103）（Ⅱ-10312）、横座1（Ⅱ-255）、向副1（Ⅱ-256）、

向副2（Ⅱ-258）、向副3（Ⅱ-259）、向副4（Ⅲ-80）、向副6（Ⅲ-82）、向副7（Ⅲ-83）、向副（10

1）（Ⅱ-10412）、向副（102）（Ⅱ-10413）、向副（103）（Ⅱ-10414）、向副（104）（Ⅱ-10415）、

向副（105）（Ⅱ-10416）、向副（106）（Ⅱ-10417）、上田1（Ⅰ-3046）、上田2（Ⅰ-3047）、上田3

（Ⅰ-3072）、上田4（Ⅱ-252）、上田5（Ⅱ-253）、上田6（Ⅱ-254）、上田7（Ⅱ-257）、上田9（Ⅲ-

85）、上田10（Ⅲ-86）、上田（101）（Ⅱ-10418）、上田（102）（Ⅱ-10419）、上田（103）（Ⅱ-10

420）、上田（105）（Ⅱ-10422）、上田（106）（Ⅱ-10423）、上田（107）（Ⅱ-10424）、赤塚1（Ⅱ

-235）、赤塚3（Ⅱ-237）、赤塚4（Ⅱ-239）、赤塚5（Ⅱ-240）、赤塚6（Ⅱ-241）、赤塚7（Ⅱ-242）、

赤塚8（Ⅱ-243）、赤塚10（Ⅱ-246）、赤塚12（Ⅲ-90）、彦谷1（Ⅰ-3058）、北宿1（Ⅰ-3059）、南

宿（101）（Ⅰ-10032）、彦谷（101）（Ⅰ-10033）、須河（101）（Ⅰ-10034）、須河（102）（Ⅰ-10

035）、須河1（Ⅱ-278）、須河2（Ⅱ-279）、須河3（Ⅱ-280）、須河4（Ⅱ-281）、須河5（Ⅱ-282）、

須河6（Ⅱ-283）、須河7（Ⅱ-284）、須河8（Ⅱ-285）、須河9（Ⅱ-286）、須河10（Ⅱ-348）、彦谷2

（Ⅱ-349）、彦谷3（Ⅱ-350）、彦谷4（Ⅱ-351）、彦谷6（Ⅱ-353）、彦谷7（Ⅱ-354）、谷奥深1（Ⅱ

-355）、谷奥深2（Ⅱ-356）、谷奥深3（Ⅱ-357）、谷奥深4（Ⅱ-358）、谷奥深5（Ⅱ-359）、谷奥深6

（Ⅱ-360）、彦谷8（Ⅱ-361）、彦谷9（Ⅱ-362）、彦谷（102）（Ⅱ-10291）、彦谷（103）（Ⅱ-1029

2）、彦谷（104）（Ⅱ-10293）、須河（103）（Ⅱ-10294）、須河（105）（Ⅱ-10296）、須河（106）

（Ⅱ-10297）、須河（107）（Ⅱ-10298）、賢堂1（Ⅰ-3048）、西畑1（Ⅰ-3057）、西畑（107）（Ⅰ-

10046）、賢堂2（Ⅱ-266）、賢堂3（Ⅱ-268）、賢堂4（Ⅱ-269）、賢堂5（Ⅱ-288）、西畑2（Ⅱ-30
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2）、西畑3（Ⅱ-303）、西畑4（Ⅱ-311）、西畑5（Ⅱ-312）、西畑6（Ⅱ-313）、西畑7（Ⅱ-314）、

西畑8（Ⅱ-315）、西畑9（Ⅱ-316）、西畑10（Ⅱ-317）、西畑11（Ⅱ-319）、西畑12（Ⅱ-320）、西

畑13（Ⅱ-322）、西畑14（Ⅱ-323）、西畑15（Ⅱ-324）、西畑16（Ⅱ-325）、西畑17（Ⅱ-326）、西

畑18（Ⅱ-341）、西畑19（Ⅱ-342）、西畑20（Ⅱ-346）、西畑21（Ⅱ-380）、賢堂（101）（Ⅱ-1035

7）、賢堂（102）（Ⅱ-10358）、賢堂（103）（Ⅱ-10359）、西畑（101）（Ⅱ-10360）、西畑（102）

（Ⅱ-10361）、西畑（103）（Ⅱ-10362）、西畑（104）（Ⅱ-10363）、西畑（105）（Ⅱ-10364）、西

畑（106）（Ⅱ-10365）、賢堂6（Ⅲ-79）、恋野1（Ⅱ-224）、恋野2（Ⅱ-225）、恋野3（Ⅱ-226）、

恋野4（Ⅱ-227）、恋野5（Ⅱ-228）、恋野6（Ⅱ-229）、恋野7（Ⅱ-230）、恋野8（Ⅱ-231）、恋野10

（Ⅱ-233）、恋野11（Ⅱ-234）、恋野14（Ⅲ-92）、恋野15（Ⅲ-93）、恋野18（Ⅲ-96）、恋野19（Ⅲ

-97）、恋野21（Ⅲ-99）、恋野22（Ⅲ-100）、恋野（101）（Ⅱ-10427）、恋野（102）（Ⅱ-10428）、

恋野（103）（Ⅱ-10429）、恋野（104）（Ⅱ-10430）、恋野（105）（Ⅱ-10431）、恋野（106）（Ⅱ-

10432）、恋野（107）（Ⅱ-10433）、恋野（108）（Ⅱ-10434）、恋野（109）（Ⅱ-10435）、只野

（Ⅰ-34）、只野1（Ⅱ-264）、只野（101）（Ⅱ-10436）、只野（102）（Ⅱ-10437）、清水25（Ⅰ-2

9）、清水1（Ⅰ-3049）、清水2（Ⅰ-3050）、清水3（Ⅱ-267）、清水5（Ⅱ-290）、清水6（Ⅱ-291）、

清水7（Ⅱ-292）、清水8（Ⅱ-293）、清水9（Ⅱ-294）、清水10（Ⅱ-295）、清水12（Ⅱ-297）、清水

14（Ⅱ-304）、清水15（Ⅱ-305）、清水16（Ⅱ-306）、清水17（Ⅱ-307）、清水18（Ⅱ-309）、清水1

9（Ⅱ-310）、清水20（Ⅱ-321）、清水23（Ⅲ-77）、清水24（Ⅲ-78）、清水（101）（Ⅱ-10453）、

清水（102）（Ⅱ-10454）、学文路1（Ⅰ-3053）、学文路2（Ⅰ-3054）、学文路3（Ⅰ-3055）、学文路

4（Ⅰ-3056）、学文路5（Ⅱ-327）、学文路6（Ⅱ-328）、学文路7（Ⅱ-329）、学文路8（Ⅱ-330）、

学文路9（Ⅱ-331）、学文路10（Ⅱ-332）、学文路11（Ⅱ-333）、学文路12（Ⅱ-334）、学文路13（Ⅱ

-335）、学文路14（Ⅱ-336）、学文路15（Ⅱ-337）、学文路16（Ⅱ-338）、学文路17（Ⅱ-339）、学

文路19（Ⅱ-343）、学文路20（Ⅱ-344）、学文路21（Ⅱ-345）、学文路23（Ⅱ-379）、学文路（102）

（Ⅰ-10049）、学文路（103）（Ⅰ-10050）、学文路（101）（Ⅱ-10445）、学文路（104）（Ⅱ-1044

8）、学文路（105）（Ⅱ-10449）、南馬場1（Ⅰ-3051）、南馬場2（Ⅰ-3052）、南馬場3（Ⅱ-299）、

南馬場5（Ⅱ-301）、南馬場6（Ⅱ-318）、南馬場（101）（Ⅱ-10450）、南馬場（102）（Ⅱ-10451）、

東家二丁目1（Ⅰ-2125）、東家1（Ⅰ-3042）、東家三丁目1（Ⅰ-3043）、東家2（Ⅱ-199）、東家3

（Ⅱ-200）、東家4（Ⅱ-201）、東家6（Ⅱ-216）、東家5（Ⅱ-217）、古佐田四丁目1（Ⅰ-3044）、古

佐田1（Ⅱ-197）、古佐田四丁目3（Ⅱ-198）、古佐田三丁目1（Ⅱ-220）、市脇1（Ⅱ-169）、市脇2

（Ⅱ-173）、市脇3（Ⅱ-183）、市脇一丁目1（Ⅱ-218）、市脇一丁目2（Ⅱ-375）、市脇（101）（Ⅱ-

10462）、市脇（102）（Ⅱ-10463）、市脇（103）（Ⅱ-10464）、妻（Ⅰ-27）、妻1（Ⅱ-185）、妻2

（Ⅱ-196）、妻一丁目1（Ⅱ-221）、原田（101）（Ⅰ-10051）、神野々（102）（Ⅰ-10053）、神野々

（103）（Ⅱ-10465）、神野々（104）（Ⅱ-10466）、神野々（105）（Ⅱ-10467）、神野々（106）

（Ⅱ-10468）、小原田（101）（Ⅱ-10469）、小原田（102）（Ⅱ-10470）、小原田（103）（Ⅱ-1047

1）、小原田（104）（Ⅱ-10472）、小原田（105）（Ⅱ-10473）、野（101）（Ⅱ-10474）、野（102）

（Ⅱ-10475）、野（103）（Ⅱ-10476） 

（3）土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 

次の図書のとおり 

（4）法第9条第2項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令

（平成13年政令第84号。以下「施行令」という。）で定める事項 

次の図書のとおり 

（「次の図書」は、省略し、その図面を和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課及び伊都振興局建設

部並びに橋本市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

2 土砂災害警戒区域 

（1）土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
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土石流、地滑り及び急傾斜地の崩壊 

（2）土砂災害警戒区域の名称 

田原川右支渓（3-342-1-011）、田原川左支渓（3-342-3-010）、紀ノ川左支渓（3-203-1-056）、大

谷川左支渓（3-203-1-053）、柱本（500）、吉原、田原（557）、隅田町山内7（Ⅱ-54）、隅田町山内

9（Ⅱ-68）、隅田町山内16（Ⅱ-105）、隅田町山内（102）（Ⅱ-10117）、隅田町山内（104）（Ⅱ-10

119）、隅田町山内（110）（Ⅱ-10125）、名古曽尾崎（Ⅰ-38）、名古曽（Ⅰ-52）、高野口町名倉（1

04）（Ⅱ-10313）、上田（104）（Ⅱ-10421）、赤塚2（Ⅱ-236）、須河（104）（Ⅱ-10295）、西畑22

（Ⅲ-76）、清水4（Ⅱ-289）、学文路22（Ⅱ-378）、東家（Ⅰ-26）、古佐田四丁目2（Ⅰ-3045）、神

野々（101）（Ⅰ-10052） 

（3）土砂災害警戒区域の表示 

次の図書のとおり 

（4）法第7条第1項に規定する施行令で定める事項 

次の図書のとおり 

（「次の図書」は、省略し、その図面を和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課及び伊都振興局建設

部並びに橋本市役所に備え置いて縦覧に供する。） 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Japan Prepress)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /JPN <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


